
経済対策支援事業（新型コロナウイルス感染症対策） 

恵庭市飲食店感染防止対策巡回啓発キャンペーン事業 

実施概要 

１ 趣旨・目的 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、この度、恵庭市内の飲食店においてクラス

ターが発生したことを受け、市として改めて、飲食店に感染防止対策の啓発を実施し、

市内の感染防止を図る。 

２ 実施内容 

（１）内容 

・恵庭市の飲食店に対し、巡回し改めて啓発を図る。 

（２）対象者 

 ・恵庭市の飲食店 

（３）実施主体 

 ・市 

 ・恵庭飲食店組合 

（４）啓発手順 

・対象店舗に対し、巡回啓発を行う旨の通知（別紙１）を発送。 

・順次、店舗を巡回する。 

・チェックリスト（別紙２）でお店と一緒に対策を確認。 

・啓発パンフレット（別紙３）を配布。 

・終了したお店の一覧を「予防対策協力店舗」として恵庭市HPに掲載。 

（５）巡回期間   

  令和 3年１月２９日（金）から令和3年３月１２日（金）まで 
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新型コロナウイルス感染症予防対策巡回啓発に関してのお知らせ 

厳冬の候、貴台におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、恵庭市行政各般にわたり格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて、標記の件につきまして、令和３年１月２０日付恵経商第１５号の文書により予

防対策のお願いを送付したところでありますが、より一層のご協力をお願いするため、

下記のとおり市職員及び恵庭飲食店組合が巡回させていただくこととなりました。 

つきましては、お店の状況を拝見させていただき、協働で予防対策を確認し、改めて、

啓発パンフレットを配布いたしますので、ご対応につきまして、よろしくお願い申し上

げます。 

記 

１．対象店舗 

 ・恵庭市の飲食店 

２．巡回期間 

  令和 3年１月２９日（金）から令和3年３月１２日（金）まで 

３．実施主体 

・市 

 ・恵庭飲食店組合 

４．巡回内容 

・感染予防対策を協働で確認（別紙チェックリストを活用）。 

・啓発パンフレットの配布。 

５．その他 

・ご協力いただいた飲食店については、「予防対策協力店舗」として、恵庭市HPに

掲載いたします。 

以上 

〔別紙１〕 

（担当） 
恵庭市京町1番地 
恵庭市経済部商工労働課 
担当：吉成・恩田・中川 
電話：0123-33-3131（内線3331・3332） 

FAX：0123-33-3137 

e-mail：shoukouroudou@city.eniwa.hokkaido.jp



項目

1 スタッフのマスク着用や小まめな手洗いを行っている。

2 スタッフの健康管理を行っている。

3 施設内の定期的な換気を行っている。

4 設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行っている。

5 人と人との接触機会を減らすことに取り組んでいる。

6 お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけている。

7 店内掲示やホームページなどを活用し、お店の取組をお客様に積極的にお知らせしている。

+１ 北海道コロナ通期システムを導入し、QRコードをわかりやすい場所に掲示している。

オリジナルの取組み
（例：席の間隔を開けている、お客様の検温を行っている、衝立を設置している、入店数を制限しているなど）

【取組内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

別紙２



　北海道コロナ通知システムの登録は以下からできます。



別紙３




